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令和 7 年 10 月定例会・会議録 

令和 7 年 10 月 23 日（木） 午前 10 時 00 分 開議 
 

 

◎出席議員（10 名） 

【尾花沢市選出議員】 

3 番 髙橋 隆雄 君  4 番 菅藤 昌己 君  5 番 鈴木由美子 君 

6 番 星川  薫 君  7 番 青野 隆一 君 

【大石田町選出議員】 

1 番 大野 達也 君  2 番 川﨑 義治 君  8 番 村形  昌一 君  

9 番 小玉  勇 君  10 番 芳賀  清 君 

 

◎欠席議員（0 名） 

 

◎地方自治法第 121 条の規定による説明のための出席者 

管理者            結城  裕 君 

副管理者           庄司  中 君 

会計管理者          吉野 真広 君 

代表監査委員         門脇 誠一 君 

幹事 市環境エネルギー課長   間宮  明 君 

幹事 町まちづくり推進課長   大山 和彦 君 

幹事 町建設課長       大沼 進悟 君 

事務局長           三宅 良文 君 

管理課長           小野 昭弘 君 

上下水道課長         森  雅之 君 

環境衛生課長         八鍬 忠史 君 
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◎議長（星川 薫議員） 

皆さん、おはようございます。これよ

り、令和 7 年 10 月定例会を開会いたし

ます。出席議員も定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議は、タブレットに掲載してお

ります議事日程第 1 号によって進めま

す。 

まず、日程第 1、会議録署名議員の指

名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第 88 条の規定により、7 番 青野

隆一議員、8 番 村形昌一議員、9 番 小

玉 勇議員、以上の 3 名を指名いたしま

す。 

次に、日程第 2、会期の決定を議題と

いたします。この際、議会運営委員長の

報告を求めます。議会運営委員長 鈴木

由美子議員。 

◎議会運営委員長（鈴木由美子議員）  

おはようございます。議会運営委員

会の審議の結果について、ご報告申し

上げます。令和 7 年 9 月 22 日に招集告

示になりました、今定例会に係る議会

運営委員会を、去る 10 月 15 日、午前 9

時 30 分より、環境衛生事業組合会議室

において開会いたしました。当局から、

事務局長、管理課長の出席を求め、提出

議案の概要を聴取し、会期及び議事日

程について慎重に審議を行ったところ

です。 

その結果、今定例会の会期について

は、皆様方のタブレットに掲載してお

ります会期・議事日程表のとおり、本日

1 日とすることに、意見の一致をみた次

第です。何とぞ、当委員会の決定に対し、

議員各位のご賛同をお願い申し上げ、

ご報告といたします。 

◎議長（星川 薫議員） 

お諮りいたします。今定例会の会期

は、ただ今、議会運営委員長から報告が

ありましたとおり、本日 1 日とするこ

とに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、今定

例会の会期は、本日 1 日とすること

に決しました。 

次に、日程第 3、諸般の報告でありま

す。この際、事務局長をして、報告い

たさせます。 

事務局長。 

◎事務局長(三宅良文君) 

命により、ご報告申し上げます。諸般

の報告に関する資料は、タブレットの

令和 7 年 10 月 23 日、10 月定例会フォ

ルダに掲載してありますので、お開き

願います。 

はじめに、監査委員より、議長宛に令

和 7 年 8 月から 9 月までに実施いたし

ました、例月出納検査につきまして、地

方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定に

より報告がありました。その写しを掲

載しておりますので、例月出納検査結

果報告をご参照お願いいたします。 

次に、有限会社かんきょうクリーン

公社の令和 6 年度決算に係る定時株主

総会の写しを掲載いたしておりますの

で、ご参照お願いいたします。 

次に、本年 4 月 1 日から本日までの、

組合議会関係の事務処理報告書を掲載

いたしておりますので、併せてご参照

お願いいたします。以上で報告を終わ
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らせていただきます。 

◎議長（星川 薫議員） 

以上で、諸般の報告を終わります。 

次に、議案の上程を行います。日程第

4、認第 1 号、令和 6 年度尾花沢市大石

田町環境衛生事業組合一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、日程第 12、

議第 16 号、令和 7 年度尾花沢市大石田

町環境衛生事業組合公共下水道事業会

計補正予算（第 1 号）についてまでの 9

案件を一括上程いたします。この際、管

理者より提案理由の説明を求めます。管

理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

皆さん、おはようございます。提案理

由の説明に先立ちまして、各事業の概要

について説明申し上げます。 

はじめに、塵芥処理関係について申し

上げます。各家庭から排出されるごみの

量と、環境衛生センターに直接搬入され

るごみの量は、ここ数年ゆるやかな減少

で推移しております。ごみ焼却施設は平

成 15 年 3 月の稼働から 22 年が経過し

ており、主要な建屋は 46 年を迎えよう

としております。また、リサイクルプラ

ザについても、平成 13 年 2 月の稼働か

ら 24 年が経過しており、両施設とも老

朽化が進行しております。このことから、

新たなごみ処理施設の整備に向け、現在、

事業者選定を行っており、令和 11 年 7

月の稼働開始を目指してまいります。白

鷺最終処分場については、今後も県内に

ある民間の一般廃棄物埋立地への外部

委託を継続しながら、さらなる最終処分

場の延命化に努めてまいります。 

次に、し尿処理関係について申し上げ

ます。し尿処理施設については、平成 28

年 11 月に汚泥再生処理センターとして

稼働して 8 年が経過しております。生物

脱窒素処理による高度処理を加え、放流

水の水質向上、周囲への臭気対策も万全

な施設として稼働しております。 

今後も、適切な維持管理に努めてまいり

ます。 

次に、水道事業について申し上げます。

水道事業については、経費の縮減と効率

的な投資による健全経営に努め、安全で

良質な水の安定供給を図ってまいりま

す。施設の建設改良については、鷹巣地

内県道の流雪溝工事に伴い、配水管布設

替工事を実施いたしました。 

また、尾花沢市新町地区の老朽管の更

新も行いました。今後とも残存する石綿

セメント管をはじめとする老朽管の更

新事業を行い、災害に強い施設整備に努

めてまいります。 

次に、下水道事業について申し上げま

す。公共下水道事業については,令和 6

年度において、新たに 1.14ha の供用を

開始しました。このことから、供用開始

区域は 368.31ha となり、認可区域内に

おける整備率は 80.3％、水洗化率は

92.8％になっております。今後とも更な

る加入促進を図り、生活環境の保全に努

めてまいります。施設整備については、

厳しい財政状況を踏まえ、関係機関と連

携を取り、効率的に事業を進めてまいり

ます。 

また、令和 2 年 4 月 1 日より、地方公

営企業法を適用し、公営企業会計に移行

しております。経営健全化に資する企業

の経済性を発揮し、公共の福祉のより一
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層の増進に努めてまいります。 

以上が、各事業の概要になります。議

員各位におかれましては、今後とも当組

合の事業推進に対し、ご支援とご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げます。 

続いて、提出議案についてご説明申し

上げます。まず、認第 1 号、令和 6 年度

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合一

般会計歳入歳出決算の認定についてを

申し上げます。歳入歳出予算現額 8 億

8,915 万 5,000 円に対して、歳入決算額

は、8 億 9,362 万 1,235 円であり 100.5％

の収入率となっております。歳出決算額

は、8 億 6,799 万 6,272 円であり、97.6％

の執行率になります。従って、歳入歳出

差引額は、2,562 万 4,963 円となり、翌

年度に繰り越すべき財源が 281 万 6,000

円であることから、実質収支額は 2,280

万 8,963 円となります。 

次に、認第 2 号、令和 6 年度尾花沢市

大石田町環境衛生事業組合水道事業会

計決算の認定についてを申し上げます。 

はじめに、収益的収支を申し上げます。

収入決算額は、4 億 7,510 万 4,439 円で

あり、支出決算額は、4 億 3,206 万 3,603

円となります。消費税及び地方消費税を

除いた損益計算書における当年度純利

益は、2,351 万 9,130 円となる決算内容

です。 

次に、資本的収支について申し上げま

す。収入決算額は、7,693 万 6,342 円で

あり、支出決算額は、3 億 4,817 万 4,605

円となります。資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額、2 億 7,123 万

8,263 円には、補てん財源を充当いたし

ました。 

次に、認第 3 号、令和 6 年度尾花沢市

大石田町環境衛生事業組合公共下水道

事業会計決算の認定についてを申し上

げます。 

はじめに、収益的収支を申し上げます。

収入決算額は、3 億 9,978 万 4,662 円で

あり、支出決算額は、3 億 9,064 万 6,505

円となります。消費税及び地方消費税を

除いた損益計算書における当年度純利

益は、1,284 万 7,211 円となる決算内容

です。 

次に、資本的収支について申し上げま

す。収入決算額は、3 億 5,868 万 1,000

円であり、支出決算額は、3 億 8,154 万

4,491 円となります。資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額、2,286

万 3,491 円には、補てん財源を充当いた

しました。 

次に、認第 4 号、令和 6 年度尾花沢市

大石田町環境衛生事業組合尾花沢市特

定環境保全公共下水道事業会計決算の

認定についてを申し上げます。 

はじめに、収益的収支を申し上げます。

収入決算額は、6,714 万 5,584 円であり、

支出決算額は、6,272 万 303 円となりま

す。消費税及び地方消費税を除いた損益

計算書における当年度純利益は、404 万

3,645 円となる決算内容です。 

次に、資本的収支について申し上げま

す。収入決算額は、8,001 万 1,900 円で

あり、支出決算額は、8,285 万 1,388 円

となります。資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額、283 万 9,488 円

には、補てん財源を充当いたしました。 

次に、認第 5 号、令和 6 年度尾花沢市

大石田町環境衛生事業組合大石田町特
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定環境保全公共下水道事業会計決算の

認定についてを申し上げます。 

はじめに、収益的収支を申し上げます。

収入決算額は、4,618 万 6,220 円であり、

支出決算額は、4,175 万 1,850 円となり

ます。消費税及び地方消費税を除いた損

益計算書における当年度純利益は、487

万 7,526 円となる決算内容です。 

次に、資本的収支について申し上げま

す。収入決算額は、2,145 万 1,000 円で

あり、支出決算額は、2,855 万 690 円と

なります。資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額、709 万 9,690 円に

は、補てん財源を充当いたしました。  

以上が決算議案 5 案件の説明であり

ますが、詳細については後ほど代表監査

委員より報告があります。 

次に、議第 13 号、令和 6 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合水道事業

剰余金の処分についてであります。当年

度未処分利益剰余金は、1 億 1,451 万

9,130 円となります。このうち、減債積

立金に 1,300 万円、建設改良積立金に

1,051 万 9,130 円を積立し、資本金へ

9,100 万円を組み入れて処分するもの

で、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求めるものです。 

次に、議第 14 号、令和 6 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合大石田町

特定環境保全公共下水道事業剰余金の

処分についてであります。当年度未処分

利益剰余金は、544 万 6,461 円となりま

す。このうち、減債積立金に 487 万 7,526

円を積立し、資本金へ 56 万 8,935 円を

組み入れて処分するもので、地方公営企

業法第 32 条第 2 項の規定により、議会

の議決を求めるものです。次に、議第 15

号、令和 7 年度尾花沢市大石田町環境衛

生事業組合一般会計補正予算(第 2 号)

であります。既定の歳入歳出予算の総額

に、それぞれ 446 万 1,000 円を追加し、

予算の総額を 8 億 7,951 万 7,000 円と

するものです。歳出については、最終処

分場汚泥脱水機分解整備工事の追加を

お願いするものです。歳入については、

繰越金により予算を調製するものです。 

次に、議第 16 号、令和 6 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合公共下水

道事業会計補正予算（第 1 号）でありま

す。公共下水道事業会計予算、第 3 条に

定めた支出の予定額に、110 万円を追加

し、予定額を 4 億 611 万 8,000 円とする

ものです。降雪前に、下水道のマンホー

ル修繕を行うため、管渠費への追加をお

願いするものであります。 

以上が今定例会に提案いたしました

議案の概要です。審議の過程において必

要に応じて関係課長より説明いたさせ

ますので、慎重なる審議の上、原案どお

りご可決くださいますようお願い申し

上げ、提案理由の説明といたします。  

◎議長（星川 薫議員） 

次に、監査委員より各会計の決算及び

公営企業経営健全化に関する審査意見

書が提出されておりますので、その説明

を求めます。監査委員。 

◎代表監査委員（門脇誠一監査委員）  

おはようございます。監査委員を代表

しまして、令和 6 年度尾花沢市大石田町

環境衛生事業組合決算及び公営企業経

営健全化審査の経過と結果についてご

報告申し上げます。 
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審査の対象は、審査意見書の目次に記

載しているとおり、令和 6 年度尾花沢市

大石田町環境衛生事業組合一般会計歳

入歳出決算、水道事業会計決算、公共下

水道事業会計決算、尾花沢市特定環境保

全公共下水道事業会計決算、大石田町特

定環境保全公共下水道事業会計決算及

び公営企業経営健全化についてです。審

査は、去る令和 7 年 9 月 1 日に行った

ところです。審査の方法ですが、令和 7

年 8 月 15 日付をもって管理者から審査

に付された当該決算書について、関係書

類と照合するとともに、関係職員からの

説明聴取を行いました。例月出納検査の

結果を参考にし、法令その他の規定に従

って処理されているか、また予算の執行

が適正であるか、計数は正確であるかに

主眼を置いて審査を行いました。 

審査の結果について申し上げます。審

査に付された各会計の決算及び関係書

類は、関係法令に準拠して処理されてお

り、計数は関係諸帳簿等と符合しており、

かつ正確でありました。よって、予算の

執行と財政運営は適正であると認めら

れました。 

次に、審査結果の概要について申し上

げます。まずは、一般会計です。審査意

見書の 2 ページをお開き願います。予算

現額は、8 億 8,915 万 5,000 円であり、

歳入決算額は、8 億 9,362 万 1,235 円と

なり、予算現額に対する収入率は、100．

5％となります。また、歳出決算額は、

8 億 6,799 万 6,272 円となり、予算現額

に対する執行率は、97．6％となります。

この結果、歳入歳出差引額は、2,562 万

4,963 円となり、翌年度へ繰り越すべき

財源が 281 万 6,000 円であることから、

実質収支額は、2,280 万 8,963 円となり

ます。更に、前年度の実質収支額 1,511

万 6,199 円を控除した単年度収支額は、

769 万 2,764 円の黒字となっております。

本会計における主な収入財源は、尾花沢

市・大石田町からの分担金等で、86．4％

を占めております。歳出決算額の構成比

率は、事業費が 84．2％、公債費が 10．

8％、総務費が 4．9％、議会費が 0．1％

の順になっております。 

審査意見書の 7 ページをお開き願い

ます。歳出決算の内訳を性質別経費比率

で申し上げます。消費的経費が 81．6％、

公債費が 10．8％となっております。 

以上が令和 6 年度一般会計審査結果

の概要になります。稼働開始から 22 年

が経過したガス化溶融施設と 24 年が経

過したリサイクルプラザについては、施

設の設備性能が老朽化するなか各施設

状況に応じた入念な維持管理修繕を行

い、適切な一般廃棄物の処理、資源再生

の取組みが行われております。また、ご

み処理施設整備事業に関しては、財政計

画を策定し構成市町との調整を図りな

がら、施設整備に向けた事業者選定支援

業務等が行われております。関連する白

鷺最終処分場においても、焼却残渣、不

燃残渣の埋め立て処理を民間最終処分

場に委託し減容化に努めながら施設の

延命化が進められております。 

また、平成 28 年 10 月に竣工した汚泥

再生処理センターについては、適正な運

転管理により安定した高度処理が行わ

れております。なお、各施設の管理運営

についても、これまで同様に業務委託等
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を推進しながら、既存施設の延命化に向

けた修繕整備等を行っており、概ね健全

に運営されているものと伺えます。人口

減少等により財政状況の厳しいなか、ご

み処理施設整備に係る大規模事業も控

えております。構成市町との連絡を密に

しながら、市民町民の安全安心な生活環

境保全のためより一層の英知と努力を

望むものであります。 

次に、水道事業会計決算の審査結果に

ついて申しあげます。審査意見書の 13

ページをお開き願います。まず、収益的

収支決算について申し上げます。収入に

ついては、予算額 4 億 7,827 万 5,000 円

に対して、収入決算額は、4 億 7,510 万

4,439 円であり、予算額に対する執行率

は、99．3％となっております。次のペ

ージになります。支出については、予算

額 4 億 5,485 万 3,000 円に対して、支出

決算額は、4 億 3,206 万 3,603 円であり、

予算額に対する執行率は、95．0％とな

っております。 

次のページになります。資本的収支に

ついて申し上げます。収入については、

予算額 9,000 万円に対し、収入決算額は、

7,693 万 6,342 円であり、予算額に対す

る執行率は、85．5％となっております。

支出については、予算額 3 億 6,080 万

6,000 円に対し、支出決算額は、 3 億

4,817 万 4,605 円であり、予算額に対す

る執行率は、96．5％となっております。

この結果、資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額が、2 億 7,123 万

8,263 円となります。この不足額を、過

年度分損益勘定留保資金 766 万 3,940

円、当年度分損益勘定留保資金 1 億

5,342 万 8,989 円、減債積立金 4,800 万

円、建設改良積立金 4,300 万円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額 1,914 万 5,334 円で補てんされて

おります。また、経営及び財政状況につ

いては、配布している審査意見書のとお

りでありますのでご参照ください。 

以上が令和 6 年度水道事業会計決算

の概要になります。本年度の給水普及状

況は、給水戸数 5,163 戸、給水人口

14,619 人で普及率は 99．6％となります。

また、年間配水量は 2,285,051 ㎥、同有

収水量は 1,782,622 ㎥で有収率が 78．

01％となっております。本年度の事業執

行状況を見ますと、老朽管更新事業をは

じめ、他事業に伴う配水管更新事業や、

漏水調査などが実施されており、適切に

水道施設の管理が行われていると伺え

ます。また、水道事業の収益状況におい

ては、有収水量や給水人口の減少に加え、

節水意識の定着、物価高騰による景気の

停滞感に伴い、水需要の低迷は今後も続

くと思われ、楽観視できない状況にあり

ます。一方、未収金対策については滞納

整理が計画的に行われております。公平

性の観点から更なる取組みを望むもの

です。今後の事業については、老朽管更

新事業に加え、令和 2 年 7 月の豪雨災害

による給水区域全域断水を教訓とした

災害に強い施設の構築が求められます。

事業の維持推進には多額の経費が伴い

ます。可能な限り節減に努めるとともに、

財源の適正化による安全・安心で持続可

能な事業運営を強く要望するものであ

ります。 

次に、公共下水道事業会計決算の審査
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結果について申しあげます。審査意見書

の 28 ページをお開き願います。まず、

収益的収支決算について申し上げます。

収入については、予算額 4 億 395 万

2,000 円に対して、収入決算額は、3 億

9,978 万 4,662 円であり、予算額に対す

る執行率は、99．0％となっております。

支出については、予算額 4 億 395 万

2,000 円に対して、支出決算額は、3 億

9,064 万 6,505 円であり、予算額に対す

る執行率は、96．7％となっております。 

次のページになります。資本的収支に

ついて申し上げます。収入については、

予算額 4 億 636 万 8,000 円に対し、収入

決算額は、3 億 5,868 万 1,000 円であり、

予算額に対する執行率は、88．3％とな

っております。支出については、予算額

4 億 3,998 万 3,000 円に対し、決算額は、

3 億 8,154 万 4,491 円であり、予算額に

対する執行率は、86．7％となっており

ます。この結果、資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額が、2,286 万

3,491 円となります。この不足額は、当

年度分損益勘定留保資金で補てんされ

ております。また、経営及び財政状況に

ついては、配布している審査意見書のと

おりでありますのでご参照ください。  

以上が令和 6 年度公共下水道事業会

計決算の概要になります。本年度の業務

状況は処理区域内人口 8,502 人となり、

区域内人口は 159 人の増加、水洗化人口

は 21 人の減少となりました。水洗化率

は 92．8％で前年度よりも 2．1 ポイン

ト減少となりました。また、年間総汚水

処理量は 759,498 ㎥と 23,466 ㎥の増、

同有収水量は 703,208 ㎥で 6,176 ㎥の

減少となっております。今後も事業計画

に基づいて整備を進めていく地区があ

る中で、限られた財源で効率の良い整備

を行うことが必要となります。加えて、

収入を増やすために受益者負担金の未

納の回収や、普及促進への有効な取り組

みと料金未収を発生させない努力を強

化されるよう望むものです。事業経営に

おいては、公営企業会計移行当初からの

欠損金があるため、次年度以降の更なる

経営改善を期待します。 

次に、尾花沢市特定環境保全公共下水

道事業会計決算の審査結果について申

しあげます。 

審査意見書の 42 ページをお開き願いま

す。まず、収益的収支決算について申し

上げます。収入については、予算額

6,898 万 6,000 円に対して、収入決算額

は、6,714 万 5,584 円であり、予算額に

対する執行率は、97．3％となっており

ます。支出については、予算額 6,898 万

6,000 円に対して、支出決算額は、6,272

万 303 円であり、予算額に対する執行率

は、90．9％となっております。 

次のページになります。資本的収支に

ついて申し上げます。収入については、

予算額 1 億 1,275 万 8,000 円に対し、収

入決算額は、8,001 万 1,900 円であり、

予算額に対する執行率は、71．0％とな

っております。 

支出については、予算額 1 億 1,741 万

7,000 円に対し、決算額は、 8,285 万

1,388 円であり、予算額に対する執行率

は、70．6％となっております。 

この結果、資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額が、283 万 9,488 円



9 
 

となります。この不足額は、当年度分損

益勘定留保資金で補てんされておりま

す。 

また、経営及び財政状況については、配

布している審査意見書のとおりであり

ますのでご参照ください。 

以上が令和 6 年度尾花沢市特定環境

保全公共下水道事業会計決算の概要に

なります。本年度の業務状況は、処理区

域内人口が 90 人、水洗化人口が 90 人と

なり、前年度と比べて区域内人口は同数、

水洗化人口が 3 人増加し、水洗化率が

100．0％となりました。年間総汚水処理

量は 71,347 ㎥で 10,927 ㎥の増加で、同

有収水量は 59,571 ㎥で 895 ㎥の増加と

なりましたが、有収率においては 83．

5％となり、13．6 ポイントの減少となっ

ております。面的整備が完了しているこ

とから、ストックマネジメント計画を基

にした維持管理及び更新の時代に入っ

たと伺っております。限られた財源を有

効に活用して適正な施設管理をお願い

するものです。 

次に、大石田町特定環境保全公共下水

道事業会計決算の審査結果について申

しあげます。審査意見書の 56 ページを

お開き願います。まず、収益的収支決算

について申し上げます。収入については、

予算額 4,642 万 7,000 円に対して、収入

決算額は、4,618 万 6,220 円であり、予

算額に対する執行率は、99．5％となっ

ております。支出については、予算額

4,642 万 7,000 円に対して、支出決算額

は、4,175 万 1,850 円であり、予算額に

対する執行率は、89．9％となっており

ます。 

次のページになります。資本的収支に

ついて申し上げます。収入については、

予算額 2,335 万 1,000 円に対し、収入決

算額は、2,145 万 1,000 円であり、予算

額に対する執行率は、91．9％となって

おります。支出については、予算額

2,987 万円に対し、決算額は、2,855 万

690 円であり、予算額に対する執行率は、

95．5％となっております。この結果、

資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額が、709 万 9,690 円となりま

す。この不足額を、当年度分損益勘定留

保資金 653 万 755 円、減債積立金 56 万

8,935 円で補てんされております。また、

経営及び財政状況については、配布して

いる審査意見書のとおりでありますの

でご参照ください。 

以上が令和 6 年度大石田町特定環境

保全公共下水道事業会計決算の概要に

なります。本年度の業務状況は、処理区

域内人口が 624 人、水洗化人口が 586 人

となり、前年度と比べて区域内人口が

211 人、水洗化人口が 127 人減少しまし

た。年間総汚水処理量は 51,522 ㎥で

5,878 ㎥の減少となり、同有収水量は

51,326㎥で 334㎥の減少、有収率は 99．

6％で 9.6 ポイントの増加となっており

ます。事業計画に対する整備率は 100％

で整備は完了しております。今後は維持

修繕費が継続的にかかると考えられま

す。人口減少により使用料収入は漸減傾

向をたどると思われます。少しでも収入

を増やすために普及促進への取り組み

と料金未収を発生させない努力を強化

されるよう望むものです。経営状況にお

いて損益は黒字となっております。次年



10 
 

度以降につながる更なる経営努力を強

く要望致します。 

審査意見書の 68 ページをお開き願い

ます。令和 6 年度尾花沢市大石田町環境

衛生事業組合公営企業経営健全化審査

の結果について申し上げます。審査に付

された、水道事業会計、公共下水道事業

会計、尾花沢市特定環境保全公共下水道

事業会計及び大石田町特定環境保全公

共下水道事業会計の資金不足比率と、そ

の算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されていると

認められます。審査の概要を申しあげま

すと、4 会計とも資金不足額がないため、

資金不足比率は算定されませんでした。

なお、詳細につきましては、配布してい

る審査意見書のとおりでありますので、

ご参照願います。 

以上、令和 6 年度尾花沢市大石田町環

境衛生事業組合一般会計、水道事業会計、

公共下水道事業会計、尾花沢市特定環境

保全公共下水道事業会計及び大石田町

特定環境保全公共下水道事業会計並び

に公営企業経営健全化審査結果につい

てご報告申し上げました。説明不足の点

については、審査意見書を以てご了承を

お願いする事とし、審査結果の報告とさ

せていただきます。 

◎議長（星川 薫議員） 

次に、日程第 13、一般質問を行いま

す。発言通告のあった方は、4 番 菅藤

昌己議員、以上 1 名であります。なお、

質問及び答弁を含め 1 議員 1 時間の持

ち時間となりますので、質問に対する当

局側の答弁は、質問者の時間制約もあり

ますので、ご協力お願いいたします。  

4 番 菅藤昌己議員の発言を許します。

菅藤昌己議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

令和 7 年 10 月の尾花沢市大石田町環

境衛生事業組合議会の一般質問を、先の

通告のとおり、一般質問をさせていただ

きます。 

大まかに 2 つのことについて質問い

たします。環境衛生事業組合では初めて

でございますので、内容的には、先に議

会や各議員会等で、お答えになったこと

があるかと思います。これについては、

ご了承願いたいと思います。 

今回のごみ処理施設整備事業につい

ては、これまで、またこれからの最大の

事業ではないかというふうに思ってお

ります。将来、人口動態が目まぐるしく

変化する中、25 年には、両市合わせて 1

万人を切る予測もあります。つまり、お

およそ半分になるというところでござ

います。その時、この処理施設が将来の

負担にならないように願うものでござ

います。ぜひ、使いやすく、年間の維持

費も軽減でき、環境に優しいごみ処理施

設の建設を願うものでございます。 

この事業の時系列、経過報告や決算書

を見させていただいて、平成 29 年 10 月

に全員協議会にて現況を説明が最初の

ようであります。それから 10 年が過ぎ

ております。もっとこの事業の実施は早

めにできなかったのかというふうに実

感しているところでございます。 

それではまず、ごみ処理施設建設工事

についてご質問したいと思います。まず、

令和 6 年度の説明から今年度に入りま

して、6 億円増加しまして、106 億円の
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事業費となってございます。その経過と

内訳についてお伺いしたいと思います。 

次に、事業方式で施工業者の事前アン

ケートを実施してございます。14 社に

アンケートを行い、3 社が回答し、11 社

が辞退してございます。前の話ではあり

ますけれども、14 社の選定基準はどう

なっているのか、また、このアンケート

を何回行ったのか、お伺いしたいと思い

ます。3 点目、返済計画ですが、過疎債

等を利用し、尾花沢市大石田町では、両

方とも借り方は違うかと思いますけれ

ども、多分、5 年据え置きの 30 年では

ないかと推測しております。事業費の補

助金と過疎債を使えば、前に説明のあっ

た通りですが、補助残の 3 割が返済額と

なります。利息パーセントと利息の総額

を教えていただきたいと思います。借り

るのは、両市町村ではありますけれども、

相当な利子を支払うのではないかとい

うふうに推測しております。 

次に、市民町民への説明、また、舟形

町への説明でございます。本年 7 月 27

日に環境 3R イベントインサルナートで

午前午後と、市民町民の参加者が非常に

少ないものであったというふうに聞い

ております。私も午前中参加いたしまし

た。100 億を超す事業を実施するに関心

が少ないのか、非常に残念でなりません。

先日、舟形町の友人に、この事業知って

いますか、と聞きました。そうしたら、

わからないなということでございまし

た。法的に更新の手続きはどこまでする

のか、これまでの時系列の表には、舟形

町のことがありませんでした。舟形町へ

の説明はどうなっているのか、お伺いし

たいと思います。 

次に、現在、プロポーザルの進捗状況

は、提案書類の受付を締め切り、委員の

方に、提案書の内容確認作業中かと思い

ます。確認作業と基礎審査内容について

お伺いしたいと思います。 

5 点目、選定委員会設置要領の第 4 条

4 項の事実評価委員会とあります。この

構成メンバーはどうなっているのか、ま

た開催実績についてお伺いしたいと思

います。 

7 点目、計画の中にエネルギー回収廃

棄物処理施設の予熱利用の活用内容と、

地元地域への還元についてお伺いした

いと思います。 

大きい質問の 2 点目でございます。ご

みの再資源化についてお伺いします。現

在、ペットボトルですが、資源化率と焼

却処分のパーセントについて、どうなっ

ているのかお伺いします。また、空き缶

を潰して出すことの是非、そしてこれか

ら建設する機械は、両方ともペットボト

ルも空き缶も潰して出すことが可能な

のかお伺いしたいと思います。やはり袋

に潰して入れれば、それなりの量が入る

のではないかなというふうに思ってい

るところでございます。 

再質問につきましては、自席で答弁に

より質問させていただきます。壇上から

の質疑は以上となります。どうもありが

とうございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

菅藤議員からは大きく 2 つのご質問

をいただきました。順次お答えをいた
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します。 

初めに、ごみ処理施設整備事業につ

いて 7 点のご質問にお答えを申し上げ

ます。1 点目の事業費の関係でございま

すが、さる令和 7 年 2 月 14 日に国土交

通省より、令和 7 年度労務単価が公表

され、今後も建設物価は上昇するとの

判断から、事業費の見直しを行ったも

のでございます。具体的には、本体工事

費につきまして、令和 6 年 7 月財政計

画策定時の 99 億 8,800 万円、その財源

内訳として、交付金 22 億 1,400 万円、

過疎債特別分 77 億 100 万円、一般財源

7,300 万円に、建設物価上昇分、6％を

加味して、本体工事費を 105 億 8,700 万

円としたものであり、財源内訳は、交付

金 23 億 4,700 万円、過疎債特別分 81

億 6,700 万円、一般財源 7,300 万円と

したところでございます。なお、本体工

事は性能発注のため、図面発注と違い、

積み上げ積算による、いわゆる設計書

はありませんので、ご了解をお願いい

たします。 

また、事業全体の詳細な内訳につい

ては、令和 7 年 2 月 28 日開催の衛生常

任委員会並びに令和 7 年 3 月 17 日開

催の議員全員協議会におきまして、ご

み処理施設整備費（見込）算出資料に基

づき説明させていただいたところでご

ざいますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

2 点目のアンケートの関係でござい

ますが、アンケート調査につきまして

は、施設整備基本計画策定時に 2 回実

施しております。その結果についてで

すが、第 1 回目のアンケート結果につ

いては、令和 4 年 7 月 28 日開催の衛生

常任委員会並びに令和 4 年 10 月 4 日開

催の議員全員協議会において内容を報

告させていただきました。 

また、第 2 回目のアンケート結果に

つきましては、令和 6 年 2 月 28 日開催

の衛生常任委員会並びに令和 6 年 3 月

18 日開催の議員全員協議会において内

容を報告させていただきました。その

後、施設整備基本計画として取りまと

め、令和 6 年 4 月 1 日、本組合ホーム

ページにおいて公表をさせていただき

ました。 

また、アンケート依頼先についての

お尋ねでありますが、施設整備基本計

画は、本組合にとって重要な計画であ

るため、依頼先については、ごみ焼却施

設を中心として納入実績が豊富なプラ

ントメーカー14 社を対象としてアンケ

ートを依頼いたしました。なお、具体的

な選定基準でございますが、本アンケ

ートは、事業方式を問う内容も含まれ

るため、近年全国で採用の増えている

DBO 方式の受注実績を有する 14 社とい

たしております。 

3 点目の過疎債の関係でございます

が、去る令和 7 年 3 月 21 日、本組合 3

月定例会におきまして、ごみ処理施設

建設工事に係る 106 億円の債務負担行

為が、全会一致で可決していただきま

した。その後、この件に関しまして、市

町民の皆様に分かりやすくお知らせし

なければならないという観点から、本

組合議会議長及び副議長と協議をさせ

ていただき、本工事に係る起債償還の

イメージにつきまして、過疎債特別分
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は償還額に対して 7 割が交付税算入さ

れるため、実質負担は 3 割で済みます

という内容で本組合ホームページに掲

載させていただいた経過がございます。 

なお、本資料につきましては、さる 7

月 27 日、サルナートで開催したかんき

ょう 3Ｒイベントでも説明資料として

使用させていただきました。議員お尋

ねの償還額のうち利息の部分でありま

すが、令和 7 年 2 月時点の試算におき

まして、5 年据え置き 30 年償還の金利

は、2．0％であります。結果、尾花沢市

の償還額の合計は、82 億 3,000 万円で

あり、うち元金の総額が 59 億 8,700 万

円、利息の総額は 22 億 4,300 万円であ

ります。この償還額の合計に対しまし

て、7 割が交付税算入されるため、市の

実質負担は 3 割で済みます。同じよう

に、大石田町の償還額の合計は、41 億 

1,400 万円であり、うち元金の総額が 29

億 9,300 万円、利息の総額は 11 億 2,100

万円であります。この償還額の合計に

対して、7 割が交付税算入されるため、

町の実質負担は 3 割で済みます。試算

の結果につきましては、以上でござい

ます。 

続きまして、4 点目の舟形町への説明

経過でございますが、令和 4 年 7 月 28

日開催の衛生常任委員会並びに令和 4

年 10 月 4 日開催の議員全員協議会にお

きまして状況を報告させていただきま

したが、令和 3 年 7 月 29 日に舟形町役

場を訪問させていただき、ごみ処理施

設整備事業の説明を行いました。その

後、令和 4 年度には、生活環境影響調査

実施の説明、令和 5 年度には、用地測量

実施の説明をそれぞれ行い、その後、舟

形町立合いのもと境界を決定させてい

ただきました。また、本組合条例に基づ

き、生活環境影響調査縦覧等の手続に

ついて、事前協議が必要なことから、公

文書による協議を行ったところでござ

います。舟形町への説明経過につきま

しては、以上でございます。 

5 点目、6 点目のプロポーザルの関係

でございますが、事業者選定委員会に

つきましては、令和 7 年 1 月 14 日開催

の衛生常任委員会並びに令和 7 年 2 月

17 日開催の議員全員協議会におきまし

て資料に基づき説明させていただき、

プロポーザル公告の内容、公告後の経

過等につきましては、すべて本組合ホ

ームページにおいて現在公表をしてお

りますので、あわせてご確認をお願い

いたします。 

そのうえで、プロポーザル基礎審査

の内容についてでありますが、ごみ処

理施設建設工事優先交渉権者選定基準

に基づき、提案書の内容が発注仕様書

に示す発注仕様を満たしているか、提

案書全体について、同一事項に対する 2

通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、

矛盾等がないかを中心に審査をするも

のであり、本組合において実施する審

査でございます。 

また、お尋ねの事業者選定委員会の

メンバーについては、ごみ処理施設建

設工事公募要領の中で、委員長に尾花

沢市副市長、副委員長に大石田町副町

長、委員として県内 3 組合の廃棄物処

理施設技術管理者の、以上 5 名で構成

しております。事業者選定委員会の開
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催実績につきましては、令和 6 年度中

に 3 回の実績がございます。具体的に

は、第 1 回が令和 6 年 12 月 17 日で、

議題の中心は、優先交渉権者選定基準

の審議であります。第 2 回が令和 7 年

1 月 29 日で、議題の中心は、公募要領、

優先交渉権者選定基準及び発注仕様書

の審議であります。第 3 回が令和 7 年

3 月 27 日で、議題の中心は、公募要領、

優先交渉権者選定基準及び発注仕様書

の確認、並びに様式集、リスク管理方針

書及び建設工事請負契約書（案）の審議

であります。なお、令和 7 年度において

は、2 回の開催を予定しております。プ

ロポーザル関係については、以上でご

ざいます。 

7 点目の余熱利用の関係でございま

すが、施設整備基本計画や市報町報で

もお知らせしておりますとおり、焼却

時に発生する余熱につきましては、夏

は冷房、冬はロードヒーティングに活

用をする計画としております。なお、そ

れ以外で地元地域への還元の考えがあ

るかとのお尋ねでありますが、本組合

の場合は、施設規模が小さく、施設内で

の利用が精一杯ですので、その考えは

ありません。 

次に、ごみの再資源化についてお答

えを申し上げます。議員からは、3 点の

質問事項をいただいておりますので、

順次お答えいたします。 

1 点目のペットボトルの関係でござ

いますが、直近 3 ヵ年におけるペット

ボトルの平均資源化率は 78％、焼却処

理率は差し引きの 22％となっています。

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合に

おいては、ペットボトルの水平リサイ

クルを実施し、厳しい基準で選別を行

っております。なお、資源化率を上げる

ためには、ご家庭での適正な分別が大

変重要と考えておりますので、引き続

き周知を徹底してまいりたいと考えて

おります。 

2 点目のペットボトル資源化の基準

及びつぶして出してもよいかとの質問

でございますが、ごみの分け方出し方

ガイドブック、この 6 ページにも記載

されておりますが、ペットボトルを資

源として有効利用するためには、ご家

庭で、キャップとラベルを取り外して、

水で軽く中をすすいで青色の指定袋に

入れていただき、ペットボトルの収集

日に衛生ステーションに出していただ

くことで、資源として有効利用される

ことになります。汚れているペットボ

トルや破損したペットボトルは資源と

して有効利用することができません。  

また、本組合のリサイクルプラザで

は資源化できるペットボトルを手作業

で選別し、その後ペットボトル圧縮機

で圧縮梱包してリサイクル業者へ引き

渡しておりますが、ペットボトル圧縮

機で圧縮するとき、つぶれたペットボ

トルであると、ペットボトル同士がう

まく噛み合わず崩れやすくなるため、

つぶさずに袋に入れるよう市民町民の

方々にお願いしております。 

一方で、新たなごみ処理施設では、つ

ぶしたペットボトルでも崩れずに圧縮

梱包ができる機器を導入してまいりま

すので、これにあわせたごみの出し方

について、新施設稼働にあわせて、今後
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周知させていただく予定であります。  

3 点目の空き缶をつぶして出してよ

いかとのご質問でございますが、ごみ

の分け方出し方ガイドブック 6 ページ

にも記載されておりますが、ご家庭で、

中身を空にし青色の指定袋に入れてい

ただき、缶・金属類の収集日に衛生ステ

ーションに出していただくことで資源

として有効利用されます。本組合のリ

サイクルプラザでは空き缶を破砕機で

細かく砕き、磁選機で鉄を、アルミ選別

機でアルミを分別回収いたしますので、

空き缶がつぶれていてもつぶれていな

くても、特に支障はなく、資源として有

効利用することができます。 

一方で、新たなごみ処理施設では、空

き缶を破砕機で細かく砕くことはしな

いで、そのままプレスする機器を導入

してまいりますので、空き缶について

は、軽くつぶす程度であれば対応可能

でありますので、新施設稼働にあわせ、

ごみの出し方について、今後周知して

いく予定でございます。以上、私からの

答弁とさせていただきます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤昌己議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

ご丁寧なご回答ありがとうございま

す。それでは、暫時、再質問させていた

だきます。ごみ処理施設の建設工事の 6

億増については、6％の国の物価等の指

導により、6％かけたというところでの

回答であったかと思います。だとすれ

ば、単純に全てに 6％かけていいのかど

うか、普通であれば、もっと積算しなが

ら、仕様書を吟味しながら、この額を積

算するのかなと思っているんですけれ

ども、その点についてはいかがなんで

しょうか。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

菅藤議員のご質問にお答えします。

廃棄物関係の積算につきましては、環

境省で出しております、入札契約の手

引きというのがございます。事業費は

その手引きに応じて積算する必要がご

ざいます。その積算する方法ですけれ

ども、一つは類似施設の情報収集を行

い、これを分析します。あともう一つは、

そこからの建設物価上昇分を見ます。

それをもって積算しなさいというマニ

ュアルになってございますので、当組

合では環境省で出している入札契約の

手引きに基づいてやっておりますので、

菅藤議員のイメージはですね、普通の

一般的な図面発注の工事をイメージし

ていらっしゃると思いますけれども、

今回の我々の工事というのは、性能発

注と言いまして、設計書はありません。

あと、図面もありません。あるのは、仕

様書という、分厚い電話帳くらいの厚

さのものと、あと予定価格書しかござ

いませんので、あくまでも、環境省の入

札契約の手引きに応じた事業費の算定

ということを行っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤昌己議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

プロポーザルのやり方で、それは仕方

ないのかなと思いますけれども、当初の
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試算するに、今回は 6 億が 6％増だとい

うことにかけたわけですけれども、当初

の 99 億、100 億近い額がありましたけ

れども、その積算については、やはり相

当詳細な仕様書がないと、額が弾けない

のかなというふうに常々思っていると

ころなんですが、ですから詳細な仕様書

を作るにあたって、どのような積算した

のかと、非常にそこも知りたかったとこ

ろなんです。例えば 100 億の積算をした

わけですけれども、その額の積算方法と

して、それが妥当なのかどうかと、それ

がどのように積みあがっていったかと

いうことをお伺いしたいんですけれど

も。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

再度確認のため、説明させていただき

ます。この事業は、積み上げによる積算

ということはしません。あくまでも類似

施設の実績、あと、もし参考にするので

あれば、先ほどメーカーアンケートとい

うことございましたけれども、それで提

示される見積、これを参考にしながら、

事業費については、すべて環境衛生事業

組合、発注担当課である環境衛生課のほ

うで計算をしておりますので、あくまで

もそれが妥当かという部分の判断につ

いては、先ほど説明いたしました、あく

までも類似施設の事業費、他の事業体が

どれくらいの事業費で見ているか、こう

いうのも参考にしながら、我々の財政計

画の数字はできております。以上でござ

います。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤昌己議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解しました。基本的には類似施設の

そういうものを参考にしたというとこ

ろで理解したいと思います。プロポーザ

ルについては、非常に難しいことがある

のかなと。私も、こういう大掛かりなプ

ロポーザルについては、ちょっと理解し

ていない点があるんですけども、そうい

う積み上げ方式ではないんだというこ

とで、理解したところです。 

続きまして、アンケート調査、2 回し

てございます。1 回だけなのかなと思っ

たら 2 回してございますけども、その 14

社にアンケートを出して、アンケートで

すからね、そのうち 2 回ともその 3 社し

か来なかったのか、その辞退した理由な

んかあれば教えていただきたいんです

けども、分かる範囲内でお願いします。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

菅藤議員のご質問にお答えします。ア

ンケートは、先ほど管理者から答弁があ

りましたように、2 回実施しております。

2 回とも、事業者のほうにアンケートを

依頼しまして、11 者が辞退しまして、3

者から回答をいただいております。なぜ

2 回に分けてアンケートをしているか

という理由もございまして、一つは、や

はり全国で導入が進んでおります DBO

方式、これを採用できるか、できないか

という観点で、まず第 1 回目はアンケー

トを依頼しました。 

結果、そういった事業費も議会のほう

には説明しておりますけれども、一方で
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我々にはかんきょうクリーン公社があ

りまして、それとの費用比較というのも

第 1 回目のアンケートで行っておりま

す。これも議会の皆様に説明済みですけ

れども、結果、やはりメーカーで考える

人件費というのは、クリーン公社の 1.6

倍ぐらいございます、1 人当たりが。で

すので、年間の費用にしますと、かなり

の差が出てくるという結果になって、そ

れも議会のほうに説明しておりますけ

れども、それをもって、まず第 1 回目は

アンケート終了です。 

第 2 回に向けては、やはりかんきょう

クリーン公社前提とした、例えば、事業

方式、DBO なり、様々な方式、これにつ

いて再度アンケートを依頼しておりま

す。結果、かんきょうクリーン公社を前

提とした DBO というのはなかなか難し

いという結論になりまして、結果、施設

整備の事業方式については、これまでど

おり、公設公営 DB 方式ということで決

定した経過にございます。ですので 2 回

してるんですけれども、アンケート自体

は一連の流れで途中経過を議会のほう

にも報告しながら進めてきた経過でご

ざいます。以上でございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解したところです。当初の 14 社が、

そういうプラントメーカー14 社だとお

伺いしたんですけれども、全国にプラン

トメーカーの、その下にあるようなメー

カー、結構中小的なメーカーがあるかと

思うんですけれども、1 回目で 3 社、2

回目するときにもっと下に下げるとか

なんかというのはなかったんでしょう

か。両方とも 3 社しか来なかったのでし

ょうか。お伺いします。2 回のアンケー

トとも 3 社しか答えがなかったのかど

うか。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

先ほども答弁いたしましたとおり、2

回とも 3 社しか来ておりません。その 14

社の選定理由は、あくまでも DBO 方式の

実績のあるところを選定しております

ので、そういったことで、ご理解をお願

いいたします。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤昌己議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解したところです。続きまして、舟

形町の説明ですけれども、時系列的な一

覧表にはなかったんですけれども、舟形

町にもきちんと説明してあるというこ

とで、理解したところでございます。  

本年の 7 月 27 日にかんきょう 3R イ

ベントインサルナートということで、3R

の説明と、環境衛生の事業についての説

明会というところで、私も参加させてい

ただいたんですけども、町民市民、大石

田町と尾花沢で一箇所だというところ

で行っていただいたわけですけども、市

報の連絡の案内を見させていただいた

んですけども、中身的に事業の内容とい

うよりも、3R の説明的なものがあって、

表現として非常に行きにくかったのか

なという感じもするんですけども、結局

どれくらいの人が集まったんでしょう

か。 



18 
 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

これも多分、8 月臨時会の時には説明

させてもらったと思いますけど、来場者

はですね、合計で 13 名でございます。

あと、今回初めて 3R イベントというの

を開催させていただきました。これはな

ぜかと申しますと、やはり昨今、先ほど

質問があったとおり、うちでやっている

のはリサイクルの事業、例えばペットボ

トルの水平リサイクルですとか、廃食油

による航空燃料の取り組みですとか、そ

れに合わせて、国からもですね、リチウ

ムイオン電池の分別を徹底させなさい

と、火災が増えていると、そういうよう

なお知らせもしながら、事業を説明させ

ていただいたところです。我々としては、

逆にそういったことも織り交ぜながら、

イベント的にさせていただいたほうが、

市町民の皆様には参加いただけるので

はないかなというふうに考えたところ

です。ですので、その反省点も踏まえて、

今後のイベントのあり方については、内

部のほうで協議していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤昌己議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

ありがとうございます。やはり、市民

町民に、この 100 億超す事業について、

いろんな形で理解してもらう、説明をす

るということが大事なのかなと思って

いるところです。今の焼却炉がかなり年

間 1 億超す修理費を毎年かけていると

いう状況を、やはり市民町民も現地で、

ある程度見学会なんかしていただいて、

理解していただくということも大切な

のかなと思っているところです。これま

で環境衛生の施設等ですけれども、見学

会等、またいろいろな団体が見に来られ

たとかという、これまでの経過なんかあ

れば教えていただきたいですけれど。  

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

まずですね、毎年、小学校 4 年生を中

心に、市町内の小学生ほぼ衛生センター

のほうを訪れて、環境学習をやっており

ます。あとはですね、今年、これからで

すけども、尾花沢の衛連の関係の方です

かね、ごみ処理施設整備事業ではなくて、

老朽化の状況を知りたいということで、

我々が行って、また 3R イベントで使い

ましたスライドを活用し、老朽化の現状

を説明しようかなと思っております。あ

とは、毎年ではないですけれども、市町

内の婦人会の方が訪れたりしておりま

すので、我々としては、見学したいとい

う方が来た場合には、日程を調整して対

応をしておるところでございます。以上

でございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

ぜひ新しい施設になれば、より市民町

民に親しまれるような施設ということ

で、この図面なんかを見ると、公園的な

ものもないのかなと思ったら、なさそう

な気がいたします。やはりそういうもの

も含めて、会議場だとそれなりの施設は

あるようですけれども、もっと地域住民、
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または市民町民にも親しまれるような

公園的なもの、これはぜひ欲しかったな

と思っています。今からはもう無理なん

ですけれども、今後の親しまれるような

方策として何かあれば教えていただき

たいんですけれども。 

◎議長（星川 薫議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

我々の事業そのものは、やはり従来か

らお話申し上げているんですが、市町民

の方々の衛生環境を整備していくとい

う、非常に大変大きい事業でございます。

そういう中で、今回施設が非常に老朽化

して、毎年毎年非常に多額の費用、処理

費用がかかる。なおかつ、場合によって

は事故の危険があるというようなこと

も考え、想定できます。そういう中で、

やはり市町の皆さんにご負担をかけな

いような、いわゆるしっかりしたごみ処

理施設をやはり早急に整備していかな

いといけないというような思いで、今や

っているところであります。 

とはいいながらも、菅藤議員からもお

話があるように、また市民町民の方々か

らもご要望があるように、なるべく経費

をかけないで、という観点でやっており

ます。したがいまして、先ほど来、ご説

明申し上げたとおり、できるだけ小さい

規模で、しかも市町のこれから人口減少

を踏まえながら、今、少なくともしっか

り対応していかなければいけなくて、な

おかつ将来にわたってどんどんどんど

んいらなくなるような施設まで整備す

るということではまずい。そんなことで、

とにかく最小のものという観点でやっ

てきました。そして、そういう中でも少

し再生可能エネルギーというか、再利用

できるようなものについては、少なくと

も建物の中で、何とか他の費用がかから

ないような工面をしていこうというと

ころが、この施設では精一杯ということ

で、それ以上の部分については、なかな

かやっぱり手が回らないというのが現

実でありました。 

とはいいながら、今前段でお話もあり

ましたように、今後施設が非常にきれい

になって、多分、これから我々が整備し

た施設については見学者も多分増えて

くるだろうと思います。我々も議会の皆

様方と一緒に、にかほの施設を見学して

きました。本当に見学者も非常に多い中

で、本当にきれいにそれぞれ整備されて

いました。やはりああいう形になってく

ると、見学者、さらには小中学生の見学

場所、そして、しっかりリサイクルなど

も勉強していただくというような環境

になるのではないかというふうに期待

しているところでございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解したところです。あの施設の中に、

これまでにもそうですけれども、一般市

民が休むようなところ、座るようなとこ

ろもなかったかと思っているところで

ございます。これからは若干出来るかど

うかは分かりませんけれども、それを含

めてよろしくお願いしたいなと思って

おるところです。 

プロポーザルの実施要領、要項の 6 条

によりまして、優先権交渉権者を選定し
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たときは、総合評価を速やかに公表する

ものとあるんですけれども、これはどう

いう形で公表するのかお伺いしたいん

ですけれども。優先権者の名前と点数と

中身について、例えば、デザイン的なも

のも大きく発表するのかどうか、お伺い

したいんですけども。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

菅藤議員のご質問にお答えします。速

やかに公表するは、おっしゃる通り、優

先交渉権者が決まりましたら、まず、ホ

ームページのほうで決定しましたとい

うことを公表します。 

その後ですね、その審査内容につきま

しては、審査講評という形で、もうちょ

っと時間がおいてから公表になるかと

思います。あと、多分、菅藤議員おっし

ゃっているのは、その提案書の内容とか

が公表されるか、ですけれども、提案書

自体は、これは著作権の関係があります

ので、公表はありませんけれども、今回、

そういったことでは議会の議決も必要

だという観点から、提案者の方には、提

案書概要版という形の公表をしてもよ

いものを、1 部作ってくださいという、

今回の発注の仕様にしていますので、公

表してもよい提案概要書は公表できる

と考えております。以上でございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解しました。公表できる範囲内で、

速やかにお願いしたいなと思っていま

す。先ほど申し上げた市民町民への説明

会ですけれども、そうした市報町報にも、

それなりのあれが出ましたけれども、や

はりホームページホームページと申し

上げているようですけれども、やはり、

紙ベースでのそのお知らせも大事なん

ではないかなと思っているところです。

ぜひ、いろんなかたちで決まっていろん

な概要が出たならば、その説明会もぜひ

お願いしたいなと思っているんですけ

れども、その点いかがでしょうか。何回

も言って申し訳ないんですけども。 

◎議長（星川 薫議員） 

事務局長。 

◎事務局長（三宅良文君） 

まず、これから事業者選定、今やって

るわけでございますけども、そちらのほ

う決まったとしまして、工事のほう進む

段階に、いろいろ工事の進捗状況等もお

知らせさせていただきたいと思ってお

ります。あと、説明会とか、そういった

ものに関しては、今後、いろいろ随時、

検討させていただきたいと思います。  

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

ぜひ両市民が、理解納得するようなか

たちでの説明会をお願いしたいなと思

っています。大きい質問の 2 点目ですけ

れども、ごみの再資源化でございます。

ペットボトルですけれども、先ほどの

78％の資源化率と、あと 22％は焼却し

ているというふうに理解いたします。だ

とすれば、わたしもごみ出すときに、ペ

ットボトル洗って出すというところで、

そんなに汚れているペットボトルはな

さそうなんですけれども、この 22％の
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中身について詳細について教えていた

だきたいんですけども。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

はじめに 78％が高いか低いかですが、

全国的にもそれぐらいでございます。も

ちろんルールを守って出してくれる市

民町民の方が多いですけども、中には、

中身や洗わないで汚れたままとかです

ね、出てくる場合がありますので、そう

いう部分を手で選別して、衛生センター

のほうではじいている状況です。その割

合が大体 22％ですので、これは菅藤議

員おっしゃるとおり、もっと分別を徹底

すれば、上がってくる数字ですので、そ

の辺、今後も周知徹底をしてまいりたい

と考えております。以上でございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解しました。22％というのは結構多

いのかなと。わたしも出したら衛生ステ

ーション見ますけども、だいたいのが綺

麗だなという雰囲気でいたんです。それ

が 22％、2 割が焼却しているというと、

かなりの率かなと思っています。やはり

市民町民の方知らないのは、どの程度の

汚れだとはじかれるのか、利用できない

のかというのは分からないかと思うん

です。洗ってすすぐということは理解し

ているかと思いますけれども、その図示

化というのは、今後ともそういう新しい

施設なっても、それが続くのかどうかが

１点と、図示化してこういうものはダメ

なんだよというところでのお知らせっ

てのが可能かどうかお伺いいたします。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

施設が新しくなっても、ペットボトル

のきれいさの基準は変わらないと思い

ます。例えば、画像でこういった程度と

かできるかどうかは、今後、組合、環境

衛生課で吟味していきたいと思います。

以上でございます。 

◎議長（星川 薫議員） 

菅藤議員。 

◎4 番（菅藤昌己君） 

了解しました。ぜひ今後の新しい施設

については、缶もペットボトルも潰して、

処理ができるというふうに理解して、安

心したところです。ぜひそれも、市民町

民にお知らせしていただければなと思

っているところでございます。ぜひ素晴

らしい施設ができることをご祈念いた

しまして、以上で私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

◎議長（星川 薫議員） 

以上で、菅藤昌己議員の質問を打ち切

ります。これで、一般質問を終わります。 

次に、議案の審議を行います。この際、

お諮りいたします。日程第 14、認第 1 号、

令和 6 年度尾花沢市大石田町境衛生事

業組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてから、日程第 22、議第 16 号、令

和 7 年度尾花沢市大石田町環境衛生事

業組合公共下水道事業会計補正予算（第

1 号）についてまでの 9 案件の審議につ

いては、会議規則第 37 条第 3 項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと

思います。これに、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、9 案

件の審議については、委員会付託を省略

することに決しました。それでは、まず、

日程第 14、認第 1 号、令和 6 年度尾花

沢市大石田町環境衛生事業組合一般会

計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

◎議長（星川 薫議員） 

青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

先日ですけども、企業会計について勉

強会させていただきました。ありがとう

ございました。私のほうから、一般会計

について 2 点質問させていただきます。

最初に、6 ページの 1 款 1 項 1 目、分担

金についてお伺いいたします。尾花沢市

の 分 担 金 に つ い て で あ り ま す が 、

459,477 万 4000 円でございました。令

和元年に比べますと、 13 億 6,355 万

5,000 円、率にして 28％増加していると

いう状況でございます。私もちょっと大

型事業を目前に控えながら、ずいぶん上

がったなというふうに思っているので

すが、この上昇の原因について。 

先ほど一般質問で菅藤議員からもあ

ったんですが、今後、大型事業をしてい

く上で、さらに負担金、分担金というの

は増加をしていくということだろうと

いうふうに推測をされます。そうした中

で、先ほど局長のほうから説明会をやっ

ていきたいという答弁があったのです

が、もう少し具体的に、納税者である市

民町民に対する、詳しい丁寧な説明とい

うふうなものを、どのようにしていくの

か、お伺いをしたいと思います。 

あと 2 点目ですが、18 ページの 5 款

1 項 1 目、予備費 300 万円についてお伺

いいたします。この予備費の充用につい

てでありますけれども、986,000 円補正

をしております。そして、283 万円が不

用額というふうになっておりますが、補

正を行った理由についてお伺いいたし

ます。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

はじめに私のほうから一般会計の分

担金のほうの説明をさせていただきま

す。決算書、令和 5 年度の決算書と 6 年

度の決算書、見比べておりますけれども、

ただ、市町の分担金というのは、そんな

に大きくは変わっていないかと思いま

す。また、青野議員おっしゃった、事業

が進むとどうなるんですかというイメ

ージですけれども、先ほど、菅藤議員か

らも質問あったように、過疎債は市と町

で借入れをして、組合に分担金としてく

るような形になりますので、やはり令和

9 年、10 年、11 年あたりは分担金がギ

ュッと増えるような形にはなろうかと

思います。その辺につきましては、また

今年もですね、財政計画を作りまして、

また、衛生常任委員会のほうから説明し

ていく予定ですので、その際また詳しく

説明させていただければなと思います。

予備費については、管理課長から説明い

たします。 

◎議長（星川 薫議員） 
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管理課長。 

◎管理課長（小野昭弘君） 

予備費についてお答えいたします。予

備費ですけども、こちらのほうについて

は、昨年度、プリンターが突然壊れまし

て、そちらのほうに充用させていただき

ました。 

それから、給与システムのほうなんで

すけども、児童手当とか定額減税という

ことで、そういった対応を行ったという

ことで、そちらに対応するためというこ

とで、システムの変更等にも充当させて

いただきました。主なものは 3 点でござ

います。以上です。 

◎議長（星川 薫議員） 

青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

ちょっと私が質問した趣旨と答弁が

違うんですが、私が言ったのは、令和元

年との比較ということで申し上げまし

た。28％増加しているということでござ

います。前年度からはあまり変わりない

んですが、この 5、6 年の間に、いわゆ

る相当 28％近い上昇率なったというこ

とにつきましては、やはりですね、内容

についての分析といいますか、なぜなっ

たのかということについては、やっぱり

きちんと説明をいただきたいなと思っ

ております。 

あと、予備費の充用についてはですね、

内容についてということではなくて、補

正を行った理由ということでございま

したので、なぜ補正を行ったのかという

ことでありました。このことについては

ですね、前年度も、実は令和 5 年度につ

きましても、14 項目、168 万 3 千を充用

して、168 万 3 千円の補正をしておりま

す。私が言いたいのは、補正というもの

を予備費ですから、やる必要ないんじゃ

ないかなということと、足りないのであ

れば予備費は 300 万円じゃなくて、当初

予算で計上すべきではないかなという

ことを含めて申し上げたかったので、こ

れについても改めて答弁お願いします。 

◎議長（星川 薫議員） 

環境衛生課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

平成元年度との比較でございますね。

尾花沢市のほうを多分見ていらっしゃ

ると思うんですけども、尾花沢市の分担

金には、おそらく汚泥再生を建てた時の

償還にかかる部分とかが本格的に歳出

にカウントなっていますので、多分その

分でも増えてますし、ご存じのとおり電

気代、燃料代については、平成元年度と

今では違いますので、その分では増えて

いるかと思います。大きい理由は物価高

騰分が増えているのではないかと考え

ております。以上です。 

◎議長（星川 薫議員） 

管理課長。 

◎管理課長（小野昭弘君） 

青野議員さんが予備費のほうをもう

ちょっと多くというところですけれど

も、こちらについては、尾花沢市大石田

町の財政担当のほうと今後協議しなが

らということで、進めさせていただきた

いと思います。やはり 300 万ということ

で、ここ数年ずっと予備費は計上してい

るんですけれども、施設を抱えておりま

すので、そういったところでちょっとし

た故障で一気になくなってしまうとい
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うところが結構ありますので、その辺も

含めまして、市町の財政担当のほうと協

議しながら、調整しながらということで

進めていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。。 

◎議長（星川 薫議員） 

青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

分担金の上昇については、説明あった

んですが、やはり施設の老朽化なども含

めながら、市で言えば一般会計の繰出金

ということになろうかと思いますけれ

ども、やっぱりそういった需用といいま

すか、上がった事業費も含めて、やはり

上昇傾向にあるのかなというのが私の

分析であります。 

そうした中、やはりこれから先ほど説

明ありましたように、過疎債を充当しな

がらということでありますけれども、や

はり相当の 5 年据え置きの 30 年間の分

割の支払いについては、答弁あったとお

り、人口減少も含めながら、やはり非常

に重いものになってくるんじゃないか

という争点をされます。そうした意味で、

やはり説明会には 18 名ほど来られたと

いう先ほどもあったのですが、私は最初

にですね、やっぱり尾花沢市、あるいは

大石田町の両議会に対して、やっぱりき

ちんとした今まであった説明をですね、

まずやっぱり議会は市の代表していま

すので、そういった説明会をやっぱり 1

回、全協的な形での今の現状と今後の進

め方について、ご理解いただく機会をぜ

ひ持っていただきたいなと。 

そしてもう一つは、最終的にですね、

我々というよりも今の若い世代、あるい

はこれから生まれてくる子どもたちが、

そういった負担をするということにな

りますと、一番影響が大きい若い世代の

方々に対しても、どうすれば周知が可能

なのかということは、ぜひご検討いただ

きたいのですが、やはりそういったこと

が、ご理解いただけるような、その上で

事業が進んでいくということが、私、理

想だなと思っておりますので、併せて、

その旨の具体的な方法についても、ぜひ

ご検討いただきたいなと思っています。 

先ほどあった予備費についてであり

ますけれども、2 年間連続で補正を 100

万円前後を組んでおります。答弁ありま

したように、やっぱりこれだけの事業を

やっていますと、予備費充用ということ

だけでは、なかなか数字的に言えば 300

万でいいのかどうか、お話がございまし

た。予備費というのは、特別な場合に充

用するということでありますので、残れ

ば残ったで全然問題ないわけでありま

すから、やはり充当を考えますと、今日、

市長、町長さんもいらっしゃいますので、

本組合の予備費についても少しご便宜

をいただきながら、増額をして、ご理解

をしていただいて、分担金という形で反

映していただければなというふうに思

っております。以上 2 点についても、ご

回答があればよろしくお願いします。  

◎議長（星川 薫議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

1 点目のですね、議会へのご説明とい

うことで、市町それぞれ皆様方が代表と

して来ていただいているということ、そ

してなおかつ、市町のほうがそれぞれこ



25 
 

れからたくさんの負担をしてくると、そ

ういう点を噛み合わせてですね、今後ど

ういう形でそれぞれのところでご説明

申し上げるのかというところを具体的

にちょっと調整させていただきたいと

いうふうに思います。 

あと予備費については、これはまさに

考え方の違いであってですね、今青野議

員がおっしゃったように、じゃあジャブ

ジャブ積んでおこうかという考え方も

あるだろうし、必要最小限にしたらとい

う考え方も、やっぱり両極端にあろうか

と思います。やはりある程度、各年度の

実績なんかも踏まえてですね、先ほど青

野議員のほうからもお話があったとお

り、ここ数年、補正で非常に増えてきて

いるというようなことだとすれば、少し

増額してやっていくということが必要

なのかもしれない。いずれにせよ、市町、

財政当局の方と今後調整してですね、ど

のぐらいの金額が一番適正なのかとい

うことを調整させていただきたいとい

うふうに思います。 

◎議長（星川 薫議員） 

ほかにございませんか。鈴木由美子議

員。 

◎5 番（鈴木由美子議員） 

2 款 1 項 1 目の使用料についてお尋ね

したいと思います。その中の火葬施設使

用料についてです。前年よりも 16 件ほ

ど利用する方が減っていらっしゃると

いうことをお聞きしているんですけれ

ども、今後も人口減少に伴いまして、高

齢者の方も減少していくことが予想さ

れているようです。 

一方、単身世帯とか増える中で、犬や

猫のペットの頭数も増えているのでは

ないかと思っているんですけれども、そ

ういったときに、やはり家族のように慕

ってきたペットの最後を看取るときの

火葬が、尾花沢ではないのかなと。他市

にはありまして、そういった需要がある

と思っているんですけれども、こちらの

組合の方針としては、今後どういうふう

にお考えかなというところだけお聞き

したいと思います。 

◎議長（星川 薫議員） 

事務局長。 

◎事務局長(三宅良文君) 

今のご質問に関しましては、ペットの

火葬ということでよろしいわけですよ

ね。ペットの火葬につきまして、私ども

は立場としましては一部事務組合なわ

けです。尾花沢市と大石田町で広域で行

う事務を行う立場でございます。尾花沢

市なり大石田町さんで、そういった尾花

沢市と大石田町で共同でやろうという

お話になりまして、それの上で頼む先が、

ここ組合になるということであれば、ま

ずお話できるんですけども、私どもでは

自主的にそういったことをやっていき

ましょうということには、事務分掌的に

ないようですので、この件に関しては、

こちらではお答えできない状況でござ

います。 

◎5 番（鈴木由美子議員） 

わかりました。 

◎議長（星川 薫議員） 

他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終
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結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので、終結いたします。 

これより、認第 1 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり認定するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、認第

1 号は、原案のとおり認定されました。 

次に、日程第 15、認第 2 号、令和 6 年

度尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

水道事業会計決算の認定についてを議

題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

◎議長（星川 薫議員） 

青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

それでは、私のほうから質疑をさせて

いただきます。36 ページ概況を見ます

と 、 や は り 有 収 率 が 前 年 度 対 比 で

2.64％下がって 78.01％という報告で

ございます。やはり非常に大事な数値か

なと思っておりまして、これをですね、

減少からどう高めていくのか、方法があ

れば、どう考えておられるかをお伺いし

たいということと、あと 43 ページ、1 款

1 項 1 目 1 節、水道使用料の未収金の状

況が分かりましたら教えていただきた

い。あと 46 ページの 1 款 1 項 2 目 2 節、

水道料金債権放棄等 129 万 5,538 円に

ついての説明をお願いいたします。 

◎議長（星川 薫議員） 

上下水道課長。 

◎上下水道課長(森 雅之君) 

青野議員のご質問に答えしたいと思

います。1 点目でございます。有収水量

の件でございますが、有収水量につきま

しては、漏水調査などを随時行いまして、

早期発見、早期修理等を行って有収率を

向上させていきたいと考えてございま

す。 

2 点目でございます。未収金対策でご

ざいますが、未収金につきましては、2

か月に一度、今現在毎年行っていますが、

督促を出しまして、ご返事のない方のほ

うがあれば、給水停止作業等を行って、

行う前に、料金の回収等を今現在行って

いるところでございます。今年度も 2 回

ほど行ってございます。 

不納欠損でございますが、不納欠損に

関しましては、尾花沢大石田町内より、

他の市町村に転居された方で連絡もつ

かない方の料金等となってございます。

一応、住所をたどりまして、調査等は行

っておるんですが、それでも連絡つかな

い方ございます。その方の分の不能欠損

ということです。以上でございます。  

◎議長（星川 薫議員） 

青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

未収金については、非常に対策をされ

ているということが、どれくらいあるの

か答えてはなかったのですが、非常に努

力をされていると。そして、債権放棄に

ついても、ずいぶん多額になっていると

いう状況でございます。尾花沢市では、

全課を通して未収金対策を、全課を通し

て対策をやっているのですが、同じよう

な意味で、そういった公共料金的なもの

も含めて、これはこれからの方策だと思
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いますけれども、協同の観点から連携を

高めながら、そういったところも一緒に

やっていければ、効果もあるのかなと、

これは私の思いですので、今後検討いた

だければなと思っております。 

あと、有収率をどう高めるか、今答弁

ありました。私も漏水の関係を出来るだ

け少なくしていくという方法かなと、私

も思っております。 

その工事費についても、水道料金の枠

の中でやっているには限界性がなかな

かあるのかなと、年次計画を立てても予

算が固定をしている中での対応ですの

で、昨日インターネットで色々調べてみ

たのですが、両市町からの、いわゆる形

としては分担金になろうかと思います

けれども、漏水工事、いわゆる老朽化し

た配管の布設工事、やっぱり私一気にや

っていかないと、なかなかここまでやっ

ても次が破れる、ここまでやるとって。

私の考えは、やっぱり一本きちんとやっ

ていくことが、有収率を高めることにな

るのかなと、ちょっと思っています。そ

うしますと、先ほどあったように、その

予算が限られているわけですから、その

前倒しでですね、そういった工事をやっ

ていくんだというふうにした場合、私が

申し上げた、独立採算制を崩す形になろ

うかと思いますが、そういう両市町の予

算的な手立てというものは可能なのか

どうか、その解釈についてお伺いしたい

と思います。 

◎議長（星川 薫議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

今のご質問の点、ちょっと私も理解が

進まないところがあるんですが、まさに

今、青野議員がおっしゃったようにです

ね、一気にやっていくということは、非

常に私も出来ればしたいところではあ

るんですね。 

一方で、私も着任後、状況を見ている

と、やっぱりあるところが、なんていう

んですか、きれいに整備されると、ある

ところが穴が開いてしまう、みたいなと

ころが、やっぱりちょっとあるようにも

感じています。 

したがって、一辺で全部何百キロある

のか、ちょっと私も持ち合わせてないん

ですが、全部やってしまえば、もちろん

おそらく一気に有収率は上がっていく

んだろうと思いますが、我々がやる範囲

の限界がやっぱりあるとすれば、おそら

くあるところに仮に全財産を投げうっ

てやったとしても、その限界がまず来る

とすれば、また同じようなことが他のや

ってないところで出てくることは、およ

そ想定できるだろうというふうに思い

ます。 

いずれにせよ、計画的に、財源の限界

もありますので、計画的におよそ危ない

なとか、古いなというようなところ、も

しくは情報があるようなところから、や

はり計画的に進めていくということが、

今できる精一杯な上限ではないのかと

いうふうに思います。 

◎議長（星川 薫議員） 

議員の皆さまにお願いいたします。昼

食の時間にかかるわけでありますけれ

ども、午後からも別の広域議会が入って

おります。このまま続けさせてもらうこ

とをご了承ください。 
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◎議長（星川 薫議員） 

青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

今、市長から答弁ありましたように、

やっぱり今、一気にと言いますか、何路

線かを、枝葉のところをずっと続けてい

るわけでありまして、それをですね、た

だ一気に全部というわけじゃなくて、や

っぱりその枝葉の先を完結するという

ことになりますと、漏水が減るのかなと

私はちょっと思ってます。それをやるに

はですね、これ先ほど言ったように解釈

論が必要でありまして、いわゆる一般会

計を施工してですね、そういった計画を

立てる場合、使えるかどうか、私が読み

解くと可能というふうに書いてありま

した。 

ただ、本当にただ昨日ネットで見ただ

けですので、その辺についてはもう少し

検討していかなければなりませんし、ぜ

ひ当局側としてもそういった検討をし

ていただいて、やはり有収率を上げてい

く、できるだけ早めに整備をしていくと

いうような考え方でありますので、管理

者の答弁もありましたように、それが可

能なのかどうか、ぜひ内部検討していた

だいて、可能であれば、少し予算を、両

市町の会計のほうからも積み増しをし

ながら、やはり計画を立てて、出来るだ

け早期にそういった漏水対策を講じて

いくというようなことを、ぜひ私のほう

でもご検討いただきたいなということ

をお願い申し上げたいと思います。以上

です。 

◎議長（星川 薫議員） 

他にございませんか。川﨑議員。 

◎2 番（川﨑義治議員） 

私も有収率のことでちょっとお聞き

したいんですけど、78.01 ですが、昨年

度が 80.65。全国平均で 90％弱くらいを

目指せ、90％以上というのをですね、国

のほうから出てましてですね、それとも

う一つはですね、大都市ではもっと高い

んですけど、地方に行くと、ここは雪が

あっての関係もあるのかわからないん

ですけど、だんだん 10 年くらい前から

すると、下がってきてるんじゃないかな

と思うんですけど、どのぐらいに、その

5 年前ぐらいからでも結構ですけど、ど

のぐらいの有収率になっているのか、で

きれば 10 年ぐらい前からわかればです

ね、お聞きしたいんですけど。 

◎議長（星川 薫議員） 

上下水道課長。 

◎上下水道課長(森 雅之君) 

川﨑議員にお答えいたします。手持ち

の資料があることはあるんですが、 10

年前、平成 27 年でございます。27 年の

時は、81.52 で、大体同じような数字で

昨年まできてます。 

有収率下がった原因ですが、冬季間、

うちのほうでメーター検針しておりま

せん。空き家関係、結構今増えてきてま

すので、そちらで漏水してしまうと、春

まで見つけることができないので、そう

いう関係も多々ございますので、有収率

下がる要因の一つにもなっていると思

います。 

◎議長（星川 薫議員） 

川﨑議員。 

◎2 番（川﨑義治議員） 

10 年くらい前からの 81％くらいとい
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うことですね。20％もロスしててですね、

それ何パーセント、10 パーセントくら

いあるかもわからないんですけど、その

ままで 10 年もそのままでおいてですね、

冬があるからとかですね、何か手を打た

ないといけないと思うんですよ。ぜひで

すね、あの、大変な費用はかかると思う

んですけど、80 点のままでいいのか、い

いと思ってないと管理者のほうからも

お話あったんですけど、もっと上げると

いう方法ですね、費用かかるかもわから

ないし、もっと市民町民のほうにですね、

このぐらいになってますよというアナ

ウンスをしてですね、自分たちでもう少

し、できるところがあるかもというとこ

ろですね。以前お話を聞いたときにです

ね、今おっしゃられた冬の間の時の漏水

があるかもわからないとかですね、そう

いうのを早めに連絡して、少しでも、そ

の組合だけで有収率を上げるんじゃな

くてですね、町の方たち、市の方たちに

話して有収率を上げるという方法なん

かも使ってですね、できるだけ上げてい

った方がいいと思うんです。80 って言

うとちょっと本当に低いなっていうふ

うな感じがしております。 

◎議長（星川 薫議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

今、川﨑議員のほうからですね、ご提

案があった件、市民町民の方々にですね、

この貴重な財源、いわゆる水道がですね、

いわゆる管理されてないような、どこか

で漏れているようなところがあるとい

うようなことについて、やっぱり知って

いただくということは非常に大事なの

かなと。またそれは、今、ホームページ

等もありますし、様々な連絡手段があり

ますのでですね、非常に貴重な財源、例

えば空き家で漏れているところがない

かとか、どこかで漏れ出しているような

兆候がないかとか、そういうことをぜひ

市民の方々にご協力いただきたいとい

うことをお知らせすることは可能だと

思いますので、そこはちょっと検討させ

ていただきたいというふうに思います。 

◎議長（星川 薫議員） 

ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終

結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので、終結いたします。 

これより、認第 2 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり認定するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、認第

2 号は、原案のとおり認定されました。 

次に、日程第 16、認第 3 号、令和 6 年

度尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

公共下水道事業会計決算の認定につい

てを議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。川﨑議員。 

◎2 番（川﨑義治議員） 

下水道のことでですね、これはですね、

今年の 8 月 22 日の山形新聞の記事なん

ですけど、国交省とですね、のほうから

なんですけど、老朽化下水管の点検とい
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うお話がありました。管理者のほうから

もお話少しあったんですけど、概要のほ

うでですね、下水道で明るい住みよい街

というお話があるんですけど、これは下

水道で明るい住みよい街って分かるん

ですけど、下水道のですね、最上川から

向こうに行って、それから村山のほうに

行って、下水処理をされているんですけ

ど、下水道ですごい明るい町なんですけ

ど、最上川を一本しか下水道がないんで

すよ、向こうに渡るのが。もしこれが何

か事故でも災害でも起きてですね、スト

ップすれば、尾花沢と大石田の下水道は

使えないということは、水道を止めない

といけないということなんです。上水を

止めないといけない。上水を止めないと

下水に流れてしまいますから、止めない

といけない。それで、今新聞の中にです

ね、こういうふうにあってですね、一本

だけではなくですね、数ルートの大きな

管が一本だけあって、それが破損して止

まると、大きな災害を起こすと、住んで

いる人たちに迷惑をかける、非常に大き

な災害を起こしたり困ってしまうとい

うことがあるということですね。一本だ

けでなくですね、複数のルートを整備し

てはどうかという、整備をしなさいとい

うのが、国交省のほうから新聞に載って

いるんですけど、このことについてどう

いうふうに思われるのか、ちょっとお聞

きしたい。 

◎議長（星川 薫議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

詳細は担当のほうからご説明申し上

げると思いますが、まさに今おっしゃっ

たようなことが起きると、おっしゃった

とおりになるのかもしれません。 

ただ当該箇所がまさにそういう状況

になっているのかどうか、ちょっと私も

今不明でございます。まさにバック体制

というか、何かあったときの体制作りと

いうのは非常に大事だと思いますので、

もしそういうことが可能であるなら、そ

ういうところ。また、場合によってはそ

こだけではなくて、市内、町内にたくさ

んそういうところがひょっとするとあ

るのではないかと。とすれば、それを全

部、いわゆるバック、いわゆる何かあっ

たときの体制作りをしていくというこ

とになってくると、相当な経費がかかる

のだろうと思います。 

したがいまして、今、当該箇所だけで

何かできるのであればですね、ぜひ検討

していきたいというふうに思います。詳

細は担当のほうからご説明申し上げま

す。 

◎議長（星川 薫議員） 

上下水道課長。 

◎上下水道課長(森 雅之君) 

川﨑議員にお答えいたします。最上川

を横断しております管ですが、山形県で

管理しております流域関連の管でござ

います。うちのほう、まるっきり関係な

いわけではないんですけども、今後、県

のほうに働きかけながら、協議していき

たいと思っております。以上です。 

◎議長（星川 薫議員） 

川﨑議員。 

◎2 番（川﨑義治議員） 

ぜひですね、県のほうとも協議してい

ただきたいと思います。管理者のほうか
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らですね、そこの一本が何かなりました

かと言ったら、前の災害の時に止まりま

した。それで近くのマンホールを開けて、

バキュームカーで何回も吸いながら処

理をしたということなんです。そこのマ

ンホールを開けるんですけど、そこから

も全部道路のほうとか畑のほうに流れ

て、本来ですとですね、これはですね、

廃棄物処理法違反ですね、それ全部出る

と。だから出ないように本当は、全部吸

って何台も来て吸わないといけないん

ですけど。それは災害が起きている時で

すから、どうしようもない。多分、最上

川の大石田側の土手の下のところに大

きなマンホールみたいなのがあるんで

すけど、花火をあげるところ、花火をあ

げて、階段状のところの下にあるんです

けど。そこの人がですね、多分ポンプが

使えなくなったという。なかったという

んじゃないですか。あったということだ

けは、ちょっとお話ししておきたいと思

います。 

それと、他のところもバイパスは必要

だとは思うんですけど、これは、最上川

の 1 本というのは、もうそこしかないん

ですよ。どこにも逃げようがないんです

よ。全部大石田と、尾花沢と大石田の下

水道がそこに通って、処理場に行ってる。

だからそこ 1 本止まると、止まると、も

うどこにも行きようがない。ぜひ、県の

ほうにもお話していただきたいと思い

ます。 

◎議長（星川 薫議員） 

ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、認第 3 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり認定するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、認第

3 号は、原案のとおり認定されました。 

次に、日程第 17、認第 4 号、令和 6 年

度尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

尾花沢市特定環境保全公共下水道事業

会計決算の認定についてを議題といた

します。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、認第 4 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり認定するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、認第

4 号は、原案のとおり認定されました。 

次に、日程第 18、認第 5 号、令和 6 年

度尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

大石田町特定環境保全公共下水道事業

会計決算の認定についてを議題といた

します。 
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これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、認第 5 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり認定するに、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、認第

5 号は、原案のとおり認定されました。 

次に、日程第 19、議第 13 号、令和 6

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合水道事業剰余金の処分についてを議

題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、議第 13 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

13 号は、原案のとおり決しました。 

次に、日程第 20、議第 14 号、令和 6

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合大石田町特定環境保全公共下水道事

業剰余金の処分についてを議題といた

します。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、議第 14 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

14 号は、原案のとおり決しました。 

次に、日程第 21、議第 15 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合一般会計補正予算(第 2 号)を議題と

いたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、議第 15 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第
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15 号は、原案のとおり決しました。 

次に、日程第 22、議第 16 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合公共下水道事業会計補正予算（第 1 号）

についてを議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

質疑もないようでありますので、終結

いたします。 

次に討論でありますが、通告がありま

せんので、終結いたします。 

これより、議第 16 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（星川 薫議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

16 号は、原案のとおり決しました。 

以上で、今定例会に付議されました議

案の審議は、すべて終了いたしました。

慎重なるご審議、誠にありがとうござい

ました。この際、管理者より発言の申し

出がありますので、これを許します。管

理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

本定例会に際しまして、一言御礼を申

し上げたいというふうに思います。提案

させていただきました全議案、すべて可

決していただきました。本当にありがと

うございました。今後、我々もしっかり

皆様方のご意見を踏まえ、市町の環境衛

生事業に取り組んでまいりますので、こ

れからもご指導、ご鞭撻のほどお願い申

し上げ、御礼の言葉とさせていただきま

す。本日は本当にありがとうございまし

た。 

◎議長（星川 薫議員） 

これをもちまして、令和 7 年 10 月定

例会を閉会いたします。大変ご苦労さ

までした。 

 

 

閉会 午後 12 時 18 分 


